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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子放散手段に接続させて電子を発生させる電子発生装置であって、
　前記電子発生装置は、１次側回路に入力される交流電力を高圧に変圧させて２次側回路
から出力させる変圧回路を有し、前記２次側回路の第１の端子が前記１次側回路に接続さ
れると共に、前記２次側回路の第２の端子が前記電子放散手段に接続され、
　前記交流電力の正負の反転周期に応じて、第１の端子が正の電位となっている状態では
第２の端子から前記電子放散手段に向かう電流を遮断させ、
　第１の端子が負の電位となっている状態では第１の端子から前記１次側回路に電流を還
流させることにより、第１の端子が負の電位となっている状態のみに、前記反転周期に応
じて周期的に、第２の端子から前記電子放散手段に前記電子を伝達させる、
ことを特徴とする電子発生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、植物育成促進作業に使用しても、作業員に安全である電子発生装置に関する
。具体的には、広い植物育成地に電子を放散させて、植物の収穫量の増大や品質を向上さ
せることができる電子発生装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来から「雷の多い年は稲が豊作である」といわれている。雷が多く発生すると、空気
中に窒素酸化物ができることが要因であるともいわれている。これまでも、植物の成長促
進のために植物に電気処理をする複数の技術が開示されている。
【０００３】
　特許文献１には、茸の菌糸を培養させた茸栽培体に火花放電を発生させて茸の育成を促
進させる技術が開示されている。特許文献１のように火花放電を発生させる技術は、作業
員が火花放電により危険にさらされるため、放電の対象植物が限定されるだけでなく、育
成環境も限定され、広い育成地において適用できないという課題があった。
【０００４】
　特許文献２には、連作障害の発生を防止することを課題として、作物の育成土壌を挟ん
で正・負の電極を埋設させ、２つの電極の間に通電をし、植物の連作障害を防止させる技
術が開示されている。特許文献２に記載の技術によれば、２つの電極の間に弱直流電流を
印加させることにより、土壌中に含まれる植物の育成を阻害する無機塩類を分解してイオ
ン化させ、正イオン・負イオンとなった無機塩類を各々の電極の周辺に集積させている。
そして、集積された夫々の無機塩類を除去させている。
【０００５】
　特許文献２に記載の技術は、作物の育成土壌において、負極と正極との間に直流電流を
印加させる技術であり、直流電流を印加させる効果は、負極と正極との間の狭い範囲だけ
に限定されることになる。また、２つの電極の間に、一方向に向かう直流電流を、数か月
間に亘って流し続けると、電気分解の一種である電食により電極が腐食し、電極の交換が
必要となるという可能性があった。そのために、広い植物育成地に継続して適用すること
が困難であるという課題があった。
【０００６】
　特許文献３には、鉢と地面とを絶縁シートにより電気的に絶縁させておき、鉢に植えた
植物の近傍に一方の電極を埋設し、他方の電極を鉢の近傍の地面に埋設させ、鉢に埋設し
た電極から植物に高電圧を印加させる技術が開示されている。特許文献３の技術において
は、直流又は交流が限定されず適用されている。ところが、交流の高電圧によった場合に
は、正の電極からは植物や機器に有害であるオゾンが発生するため、鉢に植えた植物を育
成できないという課題があった。
【０００７】
　特許文献４には、苗床等で育成される植物に向けて、マイナスイオンを照射して植物の
育成を促進させる技術が開示されている。特許文献４に記載の技術は、針電極を負電極と
し、複数の開孔部を有する導電性樹脂を正電極とし、負電極から正電極に向けて、極めて
弱いコロナ放電を発生させている。これにより、機器にも有害であり且つ植物の成長を阻
害するオゾンを発生させることなく、マイナスイオンを大量に発生させることができると
されている。
【０００８】
　しかし、特許文献４に記載の技術は、マイナスイオンを発生させるマイナスイオンモジ
ュールと、植物との対向間距離を変更可能とする装置が必要とされている。広い植物育成
地の全域を覆うようにマイナスイオンモジュールを配設することが困難であるため、広い
植物育成地には適用できないという課題があった。
【０００９】
　特許文献５には、大地と電気的に絶縁されたプランターの土壌に植えた植物の育成を促
進させる技術が開示されている。特許文献５に記載の技術は、プランターの土壌に負電極
を埋設させ、負電極から印加された直流負電圧を大地に拡散させないようにし、植物に直
流負電圧を印加させている。これにより、直流負電圧を植物に集中的に印加することがで
きるとされている。
【００１０】
　特許文献５に記載の技術によれば、交流電圧を昇圧させてから、整流回路により直流電
圧に変換させている。直流電圧に変換させる際には、交流電圧の正弦波波形を平坦に均し
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、昇圧させた交流電圧を平滑化させている。そのため、整流後に所定の高圧の直流電圧を
得るためには、整流前の高電圧を、整流後の電圧よりも高い電圧に変換しておく必要があ
る。整流の際に電力ロスが発生し効率が悪いために、広い植物育成地に適用が困難である
という課題があった。
【００１１】
　特許文献６には、電子発生装置により発生させた電子を土壌に放散させて、土壌環境を
改善させる技術が開示されている。特許文献６に記載の技術によれば、電子を土壌に放散
させることにより、植物の育成を阻害させる大腸菌等が減少すると共に、植物の育成を促
進させる好気性細菌が増加するとされている。
【００１２】
　しかし、特許文献６に記載の棒状とされた電子放電部によっては、広い範囲の植物育成
地に電子の効果を効果的に及ぼすことが困難であり、広い範囲に電子を効果的に拡散させ
る技術を提供することが課題となっていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
特許文献１：特開２０１２－０００５４号公報
特許文献２：実開平０２－５７３４６号公報
特許文献３：特開２００６－１０１７７１号公報
特許文献４：特開２００５－５８０３３号公報
特許文献５：特開２００２－１７１６４号公報
特許文献６：実登３１９７２１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　そこで本願の発明者は、作業員に安全であり、広い植物育成地に適用できる電子発生装
置を提供することを課題とした。具体的には、オゾンを発生させないで、植物育成地に電
子を効果的に放散して、植物の収穫量の増大や品質を向上させることができる植物育成促
進システムに適用できる電子発生装置を提供することを課題とした。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明は、電子放散手段に接続させて電子を発生させる電子発生装置であって、前記電
子発生装置は、１次側回路に入力される交流電力を高圧に変圧させて２次側回路から出力
させる変圧回路を有し、前記２次側回路の第１の端子が前記１次側回路に接続されると共
に、前記２次側回路の第２の端子が前記電子放散手段に接続され、前記交流電力の正負の
反転周期に応じて、第１の端子が正の電位となっている状態では第２の端子から前記電子
放散手段に向かう電流を遮断させ、第１の端子が負の電位となっている状態では第１の端
子から前記１次側回路に電流を還流させることにより、第１の端子が負の電位となってい
る状態のみに、前記反転周期に応じて周期的に、第２の端子から前記電子放散手段に前記
電子を伝達させることを特徴としている。
【００１６】
　電子発生装置は、変圧回路において、２次側回路の第１の端子を１次側回路に接続させ
て、第１の端子が負の電位となっている状態のみに、第１の端子から１次側回路に電流を
還流させて、２次側回路の第２の端子に電子を発生させ、電子放散手段に向けて供給させ
ている。そして、交流電力の反転周期に応じて、第１の端子が負の電位となっている状態
のみに、電子を放散させている。電子発生装置自体は、変圧回路が収容できる大きさであ
れば足り、大きな装置とならないため、移動させることも容易である。
【００１７】
　第１の端子が正の電位となるタイミングでは、電子放散手段に向かう電流が遮断される
ため、２次側回路に高電圧が発生されても、２次側回路に接続されている電子放散手段に
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はオゾンが発生されない。また、第１の端子自体は１次側回路に接続されているため、第
１の端子においてもオゾンは発生されない。第１の端子、第２の端子のいずれの側からも
機器にも有害であり且つ植物の成長を阻害するオゾンが発生されない。これにより、広い
植物育成地において長期間に亘って電子を放散させることができる。なお、具体的な変圧
回路の構成については、後述する実施例において説明する。
【００１８】
　２次側に発生される交流電力の電圧値・電流値は限定されないが、高電圧・低電流とす
ると好適である。例えば、商用交流電源を、変圧回路により電圧値を５０倍に昇圧させる
と、電流値が１／５０となる。電流値が１／５０となることにより、電子放散手段におい
て消耗される電力量は１／２５００に低減し、効率的に電子を伝達させることができる。
また、第２の端子と電子放散手段との間に、大きな電流制限抵抗を接続させ、電子放散手
段側における電流の値を小さな値とすることにより、作業員が安全に作業をすることがで
きる。
【００１９】
　例えば、人体が電流を感知できる最小感知電流値は１ｍＡ以上とされていることから、
電子放散手段における電流の値を１ｍＡ以下の小さな電流値としておけば、人体が感知で
きない程度の小さな電流値となり好適である。また、電子放散手段における電圧値は、一
般生活環境において発生される静電気と同程度、例えば約３０００～５０００Ｖとすると
よい。この電流・電圧の電気条件であれば、作業員が作業中に直接に電子放散手段に触れ
ない限り、電流が流れたことを感知することも、静電気程度の痛みを感じることもなく、
安全に作業をすることができる。
【００２０】
　また、放散される電子の量を、植物の育成促進を図ることができる範囲の小さな値とす
ることにより、小さな電力で電子を発生させることが可能で、作業員に安全な状態で、植
物育成地が広い場合においても、経済的に育成促進効果を及ぼすことができるという有利
な効果を奏する。
【００２１】
　電源は商用交流電源に限定されず、直流を変換した交流電力を電源としてもよい。具体
的には、インバータ回路といわれる直流を交流に変換させる電力変換手段により、太陽光
や風力等の自然エネルギーから取得した直流又は蓄電装置からの直流を交流に変換し、そ
れを電源としてもよい。太陽光発電装置等の自然エネルギーが利用された発電装置によれ
ば、商用電源の供給基地から離れた広い植物育成地であっても、植物育成促進システムの
導入が容易となり好適である。また、太陽光発電装置等と蓄電装置を併用してもよいこと
は勿論のことである。植物を育成させるには太陽光が必要であるため、自然エネルギーを
利用した発電装置は太陽光発電装置が好適であるが限定されない。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の電子発生装置によれば、第１の端子が正の電位となるタイミングでは、電子放
散手段に向かう電流が遮断されるため、２次側回路に高電圧が発生されても、２次側回路
に接続されている電子放散手段にはオゾンが発生されないという有利な効果を奏する。こ
れにより、植物育成地が広い場合であっても、効果的に電子を放散させて、植物育成地の
植物に電子の効果を及ぼして、植物の育成促進を図ることができる。また、小さな電力に
より電子を発生させれば、安全且つ経済的に、継続して土壌に電子を放散させ続けること
が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】植物育成促進システムを説明する説明図（実施例１）。
【図２】電子発生装置と電子放散手段を説明する説明図（実施例１）。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
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　本願の発明者は、電子発生装置の構成を、２次側回路に接続されている電子放散手段か
らオゾンを発生させないようにした。そして、電子放散部を電子放散手段から筋状に長く
延ばしておけば、植物育成地に広く電子を放散させて、広い植物育成地であっても安全且
つ効果的に植物の育成を促進することができるようにした。
【００２５】
　最大消費電力が１Ｗ又は２Ｗに制限された低消費電力の電子発生装置の試験機を使って
、広い植物育成地において電子を放散させる実証試験を行ったところ、収穫量の増加だけ
でなく、糖度・果肉密度の向上といった品質の改善も確認された。以下に、具体的な植物
育成促進システムの構成と、実証試験の結果とを併せて説明する。
【実施例１】
【００２６】
　実施例１では、植物育成地に接地される筋状に長く延びた電子放散部を含んだ植物育成
促進システム１を、図１及び図２を参照して説明する。なお、図１（Ａ）図では、埋設さ
れた電子放散部を破線で示している。図１（Ｂ）図では、電子発生装置と電子放散手段と
を、一点鎖線で囲んで示している。図２の各々の図では、電流の流れる方向及び電子の流
れる方向を矢印で示している。図２（Ａ）図では、電子が放散されている状態を波線矢印
で示している。
【００２７】
　図１は、植物育成促進システム１を示す説明図である。図１（Ａ）図は、植物育成促進
システム１における電子放散部の配線の一例を示している。図１（Ｂ）図は、電子発生装
置１０及び電子放散手段４０の構成を示す説明図である。図２は、電子発生装置１０にお
いて電子が発生される状態を示す説明図である。図２（Ａ）図は、電子放散部４３から電
子が放散されている状態を示し、図２（Ｂ）図は、電子放散部４３から電子が放散されて
いない状態を示している。
【００２８】
　植物育成促進システム１は、電子を発生させる電子発生装置１０と、電子発生装置によ
り発生させた電子を植物育成地に放散させる電子放散手段４０とを含んでいる（図１（Ｂ
）図一点鎖線枠参照）。電子発生装置に電力を供給させる電源６０は、電圧値が１００Ｖ
の商用交流電源とされている。実施例１では、長さ約５０ｍ、幅約２０ｍ、面積約１００
０ｍ２の植物育成地に適用させた例を説明する。畝１００の長さは、約５０ｍとされ、１
３本の畝が並列に設けられている（図１（Ａ）図では、畝の一部を省略している）。
【００２９】
　図１を参照して、電子放散手段４０の構成を説明する。電子放散手段４０は、植物育成
地に接地される電子放散部４３を有する電子伝達部４１を含んでいる。電子放散部４３は
、複数本に分岐され、夫々の電子放散部が畝の延びる方向に沿って、畝の全長に亘って埋
め込まれて植物育成地に接地されている（図１（Ａ）図参照）。電子放散部４３が埋め込
まれる深さは、畝溝から１０ｃｍ～１５ｃｍの深さとされている。電子伝達部４１の電子
放散部以外の部分は、周囲が絶縁被覆５４により覆われている（図１（Ｂ）図参照）。
【００３０】
　ここで、図１（Ｂ）図を参照して、電子発生装置１０の構成を説明する。電子発生装置
は、１次側回路に入力される交流電力を高圧に変圧させて２次側回路から出力させる変圧
回路２０を有している。また過電流が流れた際に機器の損傷を防止する保護回路１２（公
知の回路構成によればよいため、図に回路構成の一例を示し、説明を省略している）と、
電子放散部側の電流を低い電流値に制限させる電流制限抵抗１３とを備えている。
【００３１】
　変圧回路２０は、保護回路１２を介して電源６０と接続される１次側回路２１と、高圧
交流電力を発生させる２次側回路３１から構成される。１次側回路は、図１（Ｂ）図にお
いて上側から順に、１次側回路の第２の端子２４、１次コイル２２、１次側回路の第１の
端子２３が配置される。２次側回路は、同図において上側から順に、２次側回路の第２の
端子３４、ダイオード３６、２次コイル３２、２次側回路の第１の端子３３が配置される
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。そして、２次側回路の第１の端子３３は、接続点３５において１次側回路２１と接続さ
れ、２次側回路の第２の端子３４は電流制限抵抗１３を介して電子放散手段４０と接続さ
れている。なお、変圧回路のコイル線の巻き方により、極性が逆極性となる場合には、２
次側回路の第１の端子と第２の端子を読み替えればよい。
【００３２】
　１次コイル２２と２次コイル３２との巻数比は５０倍とされ、１００Ｖの商用交流電源
から１次側回路２１に交流電力が入力されると、２次側回路３１には５０００Ｖの高圧交
流電力が出力される。２次コイル３２と２次側回路の第２の端子３４との間にはダイオー
ド３６が接続され、電子放散手段４０への方向にのみ電子が流れる。２次側回路の第２の
端子３４と電子放散手段４０との間には、抵抗値が１０ＭΩとされた電流制限抵抗１３が
接続されている。電流制限抵抗１３の接続により、電子放散手段４０への電流値を、人体
が感じることのできる最小感知電流（約１ｍＡ）よりも小さい０．２ｍＡ～１ｍＡに制限
させておくことにより、作業員の安全が確保される。
【００３３】
　次に、図２（Ａ）図を参照して、２次側回路の第１の端子３３が負の電位のタイミング
における、変圧回路２０における電流の向き及び電子の向きを説明する。ここでは、１次
コイル２２に流れる電流をＩ１、電子をｅ１で示し、２次コイル３２に流れる電流をＩ２
、電子をｅ２で示している。変圧回路２０は、１次側回路の第２の端子２４から１次側回
路の第１の端子２３に向けて電流Ｉ１が流れると（図２（Ａ）図矢印Ｉ１参照）、２次側
回路の第２の端子３４から２次側回路の第１の端子３３に向けて電流Ｉ２が流れる（図２
（Ａ）図矢印Ｉ２参照）。
【００３４】
　そして、２次側回路の第１の端子３３と１次側回路２１とが接続されていることにより
、第１の端子３３が負の電位となるタイミングにおいては、２次側回路に発生した電流Ｉ
２が１次側回路２１に還流される。２次側回路の第１の端子３３と１次側回路２１との接
続点３５から電源に向かって電流Ｉ１と電流Ｉ２とが合流して流れる（図２（Ａ）図矢印
Ｉ１+Ｉ２参照）。
【００３５】
　なお、電子の流れは電流の向きと逆方向に定義されている。前記の電流の流れを換言す
れば、電子ｅ１は、１次側回路の第１の端子２３から１次側回路の第２の端子２４に向け
て流れる（図２（Ａ）図矢印ｅ１参照）。２次側回路３１においては、２次側回路の第１
の端子３３から２次側回路の第２の端子３４に向けて、電子ｅ２が流れる（図２（Ａ）図
矢印ｅ２参照）。
【００３６】
　２次側回路に設けられたダイオード３６は、２次側回路の第２の端子３４から２次側回
路の第１の端子３３に向かう方向にのみ電流が流れるように整流する。換言すれば、電子
ｅ２は、２次側回路の第１の端子３３から第２の端子３４に向かう方向に流れて電子放散
手段４０に供給され、電子伝達部４１を経て電子放散部４３から植物育成地に放散される
（図２（Ａ）図矢印ｅ２参照）。
【００３７】
　図２（Ｂ）図を参照して、２次側回路の第１の端子３３が正の電位のタイミングにおけ
る、変圧回路２０における電流の向き及び電子の向きを簡単に説明する。図２（Ｂ）図に
おいては、１次コイル２２に流れる電流をＩ３、電子をｅ３で示している。交流は、電圧
・電流の値が周期的に反転され（図２（Ａ）図矢印Ｉ１、図２（Ｂ）図矢印Ｉ３参照）、
換言すれば電子の流れる方向も周期的に反転される（図２（Ａ）図矢印ｅ１、図２（Ｂ）
図矢印ｅ３参照）。２次側回路３１のダイオード３６により、２次側回路の第１の端子３
３が正の電位のタイミングにおいては、２次側回路の第１の端子３３から第２の端子３４
に向かう電流が遮断されるため、換言すれば電子の流れも遮断される。
【００３８】
　これにより、交流電力の正負の反転周期に応じて、第１の端子３３が負の電位となるタ
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イミングのみに、周期的に第２の端子３４から電子放散手段４０（図１（Ｂ）図参照）に
電子が伝達される（図２（Ａ）図参照）。また、第１の端子３３が正の電位のタイミング
においては（図２（Ｂ）図参照）、２次側回路３１に高電圧が発生されても、電子放散手
段４０に向かう電流が遮断されているため、電子放散部４３にはオゾンが発生されない。
【００３９】
　２次側回路の第１の端子３３自体も、１次側回路２１に接続されているため、２次側回
路の第１の端子３３においてもオゾンは発生されない。第１の端子、第２の端子のいずれ
の側からも、電子発生装置をなす機器に有害であり且つ植物の成長を阻害させるオゾンが
発生されないため、広い植物育成地において長期間に亘って電子を放散させることができ
る。
【００４０】
（実証試験１）
　実証試験１では、前記の電子放散手段４０及び電子発生装置１０を使用し、長さ約５０
ｍ、幅約２０ｍ、面積約１０００ｍ２の植物育成地にて果菜類に属するトマトの育成促進
の実証試験を行い、１０００本のトマトを植え付け、同一の植え付け条件で、電子放散を
した場合と電子を放散しなかった場合と比較した。以下に詳細な試験条件・試験結果を示
している。
【００４１】
（試験環境）
　実証試験を行った植物育成地は、北緯３３．３度、東経１３１．４度、標高５ｍの地に
ある温室栽培所とした。試験期間は、２０１６年１０月１日から同年１２月３１日の９２
日間とした。試験期間における温室栽培所外の平均気温は、１５．１℃であった（最高気
温３０．８℃、最低気温－１．３℃）。試験期間における温室栽培所外の降水量は、２７
５．５ｍｍ（降水日数：３３日）であった。温室栽培所内においては、暖房設備により夜
間８～１３℃，昼間２０～２５℃の範囲で温室栽培所内の気温が管理されていた。
【００４２】
（試験機仕様）
　試験機の消費電力は１Ｗとし、使用電源は商用交流電源１００Ｖ，６０Ｈｚを使用した
。１次側交流電力の電圧値は１００Ｖ、電流値は１０ｍＡとした。１次コイルと２次コイ
ルとの巻数比は５０倍として、２次側の交流電力の電圧値を５０００Ｖ、電流値を０．２
ｍＡとした。試験期間を通して通電し続け、電力の総使用量は１Ｗ×２４ｈ×９２日＝２
．２８ｋＷｈであった。１ｋＷｈあたり２０円とすると合計で約５０円の電気料金であっ
た。
【００４３】
　電子放散部４３は、５０ｍのワイヤーを１３本使用し、合計６５０ｍとした。また、夫
々のワイヤーの配線間隔は、畝にあわせて１．５ｍ間隔とした。ワイヤーの種類は、直径
２ｍｍのステンレス鋼製のワイヤーとした。ワイヤーの埋設位置は、畝の全長に沿って、
溝底から深さ１０～１５ｃｍの位置の深さとした。電子を放散した場合と電子を放散しな
かった場合の収穫量等を表１に示す。電子放散をしなかった場合のデータは、試験協力先
の農家における直近１０年間の記録に基づいた。なお、平均糖度については、温室栽培所
内の日照条件の異なる３箇所（東端・中央・西端）で各３個を採取し、平均値を検証した
。
【００４４】
　電子を放散した場合を、電子を放散しなかった場合と比較して、実証試験１の結果を以
下の表１に示す。収穫量は重量比で５０％増加した。平均糖度は４０％向上した。未成熟
等による規格外品の発生率が２５％から３％に減少した。連作障害による青枯れの発生率
は３０％～５０％から３％に減少した。その他の病害（ウィルス・細菌等による病害）の
発生率も３０％から１０％に減少した。この実証試験1により、高電圧・微小電流とし、
作業者に安全な電気環境とした場合でも、電子のみの放散により、トマトの収穫量を増大
させ且つ品質も向上させ、効果的に植物の育成の促進ができることが確認された。
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【００４５】
　[表１]

【００４６】
（実証試験２）
　実証試験２では、前記の電子放散手段４０及び電子発生装置１０を使用し、長さ約５０
ｍ、幅約２０ｍ、面積約１０００ｍ２の植物育成地において、果菜類に属するカボチャの
育成促進の実証試験を行った。実証試験２では、１０００本のカボチャを植え付け、同一
の植え付け条件で、電子放散をした場合と電子を放散しなかった場合と比較した。以下に
詳細な試験条件・試験結果を示している。
【００４７】
　ここで、本実証試験におけるカボチャの栽培方法について簡単に説明する。一般的にカ
ボチャは、１本の親弦から２本の子弦を延ばし、夫々の子弦に２個ずつの実を生らせてい
る。しかし試験協力先の農家においては、夫々の子弦に１個の実が生るようして、地域で
定められた高品質の認定規格に適合するカボチャを育成していた。高品質の認定規格に適
合する要件は、カボチャの重量が８００～９００ｇの範囲内であって、果肉断面に現れる
空洞が少なく果肉密度が高いこととされている。
【００４８】
　そこで、実証試験２においては、夫々の子弦に２個ずつの実を生らせても、高品質の認
定規格に適合するカボチャを育成できるかどうかについて、実証試験を行った。実証試験
を行った植物育成地は同一地域・同一季節における２箇所であり、１箇所では電子を放散
し、他の１箇所では電子を放散させないでカボチャを育成し比較した。夫々の面積は同じ
約１０００ｍ２であった。
【００４９】
（試験環境）
　実証試験を行った植物育成地は、北緯３１．５度、東経１３１．０度、標高１５０ｍの
地にある温室栽培所とした。試験期間は、２０１６年２月１５日から同年３月５日までの
２０日間とした。試験期間における温室栽培所外の平均気温は、７．６℃（最高気温２１
．２℃、最低気温－３．０℃）。試験期間における温室栽培所外の降水量は、６９．０ｍ
ｍ（降水日数：４日）であった。温室栽培所内は、暖房設備により夜間１０～１５℃，昼
間２０～２５℃の範囲となるように温室栽培所内の気温が管理されていた。
【００５０】
（試験機仕様）
　試験機の消費電力は２Ｗとし、使用電源は商用交流電源２００Ｖ，６０Ｈｚを使用した
。１次側交流電力の電圧値は２００Ｖ、電流値は１０ｍＡとした。１次コイルと２次コイ
ルとの巻数比は２５倍として、２次側の交流電力の電圧値を５０００Ｖ、電流値を０．４
ｍＡとした。試験期間を通して通電し続け、電力の総使用量は２Ｗ×２４ｈ×２０日＝０
．９６ｋＷｈであった。１ｋＷｈあたり２０円とすると計約２０円の電気料金であった。
【００５１】
　電子放散部４３から電子を放散させた環境は実証試験１と同一である。電子を放散した
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収穫量は、間引きをしなかったため、収穫数が７０％増加した。認定規格適合率は７０％
から９７％に向上した。果肉断面の空洞発生率は１５％から３％に減少した。未成熟等に
よる規格外品の発生率は２０％から４％に減少した。連作障害による青枯れの発生率は２
０％から３％に減少した。萎れの発生率は２０％から５％に減少した。
【００５２】
[表２]

【００５３】
　なお、電子を放散しなかった場合には、間引きをすることが必要であるため、生産個数
が大幅に少なくなると共に、カボチャの重量が６００ｇ～１２００ｇの範囲でばらつき、
高品質の認定規格に適合するカボチャの選定に手間もかかった。
【００５４】
　実証試験１及び実証試験２で得られた結果から、本発明によれば、まず、大地と絶縁さ
れていない広い植物育成地において、複数種類の果菜類の分野において、収穫量の増加と
共に品質の向上が実証された。また、葉菜類や根菜類も、果菜類と同様な植物育成環境で
育成されていることから、果菜類に限定されず、本発明の電子発生装置を使うことにより
、小さな電力により電子を発生させて、効果的に植物育成を促進させることができる。
【００５５】
　一方、植物自体の育成とは異なり、土壌環境の改善の観点からも試験をしている。以下
に、２つの分析試験の結果を示す。
（分析試験１）
　分析試験１（２０１４年に日本食品分析センターにて試験実施）では、電子を土壌に放
散させたことによる生息細菌数の変化について分析した。試験機は実証試験１と同一の試
験機を使っている。分析試験は、合計２０ｋｇの土を採取し、１０ｋｇずつに分け、一方
にのみ２４５時間電子を流して、細菌数の変化を分析した。分析対象は、土１ｇあたりの
大腸菌数および好気性細菌数とした。
【００５６】
（分析試験２）
　分析試験２（２０１３年に宮崎農業普及センターにて試験実施）では、実証試験１を行
った植物育成地における土壌のＥＣ値の変化について分析した。試験機は実証試験１と同
一の試験機を使っている。分析試験１及び分析試験２の結果を以下の表３に纏めて示して
いる。
【００５７】
[表３]
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【００５８】
　電子を放散した場合を、電子を放散しなかった場合と比較して、表３に示した分析結果
から効果を比較した。電子を放散した場合には、植物の育成を促進させる好気性細菌の数
が１０％増加し、植物の育成を阻害させる大腸菌の数が７０％減少した。硝酸態窒素の濃
度を示すＥＣ値は０．２１から０．４６になり２．２倍に向上した。なお、硝酸態窒素の
濃度が上昇した理由は、好気性細菌の数の増加により、土壌に撒いた肥料の発酵が促進さ
れたと推測される。また、肥料の発酵に伴い土壌の温度が僅かに上昇したことも計測され
ている。
【００５９】
　電子を放散させた土壌中において、植物の育成を促進させる細菌が増加し、植物の育成
を阻害させる細菌が減少し、窒素肥料に含まれている硝酸態窒素の濃度が上昇しているこ
とから、果菜類に限定しないで、多くの種類の植物の育成を促進させることができると推
定された。
【００６０】
（その他）
・今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって、制限的なものではないと考え
られるべきである。本発明の技術的範囲は、上記した説明に限られず特許請求の範囲によ
って示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれること
が意図される。
・本発明の電子発生装置は、オゾンにより機器が損傷される可能性のある用途、オゾンに
より周囲に居る人・動物の安全が阻害されやすい用途のすべてに適用できることは勿論の
ことである。
【符号の説明】
【００６１】
１…植物育成促進システム、
１０…電子発生装置、１２…保護回路、１３…電流制限抵抗、
２０…変圧回路、２１…１次側回路、２２…１次コイル、２３…１次側回路の第１の端子
、２４…１次側回路の第２の端子、
３１…２次側回路、３２…２次コイル、３３…２次側回路の第１の端子、３４…２次側回
路の第２の端子、３５…接続点、３６…ダイオード、
４０…電子放散手段、４１…電子伝達部、４３…電子放散部、５４…絶縁被覆、
６０…電源、
１００…畝
【要約】
【課題】作業員に安全であり、オゾンを発生させない電子発生装置を提供すること。
【解決手段】電子放散手段に接続させて電子を発生させる電子発生装置であって、前記電
子発生装置１０は、１次側回路に入力される交流電力を高圧に変圧させて２次側回路から
出力させる変圧回路２０を有し、前記２次側回路の第１の端子３３が前記１次側回路２１
に接続されると共に、前記２次側回路の第２の端子３４が前記電子放散手段４０に接続さ
れ、前記交流電力の正負の反転周期に応じて、第１の端子３３が正の電位となっている状
態では第２の端子から前記電子放散手段に向かう電流を遮断させ、第１の端子３３が負の
電位となっている状態では第１の端子３３から前記１次側回路に電流を還流させることに
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より、第１の端子３３が負の電位となっている状態のみに、前記反転周期に応じて周期的
に、第２の端子３４から前記電子放散手段４０に前記電子を伝達させる電子発生装置とし
た。
【選択図】図１

【図１】 【図２】
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